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令和５年度練馬区食品衛生監視指導計画実施結果について 

 

１ 令和５年度練馬区食品衛生監視指導計画実施結果 

別添のとおり 

 

２ 実施結果の概要 

⑴ 主な監視指導事業 

区内食品等事業者の施設に立ち入りを行い、食品･添加物等の取り扱いや食品表示が

適切かどうか等を監視し、不適切なものがあれば改善を指導した。また、食中毒が発

生しやすい業種や大量調理施設に対して、重点的に監視指導を実施した。 

ア 年 間 監 視 件 数   3,035 件 

イ うち重点監視件数   2,594 件（夏期対策、歳末一斉など） 

ウ 食品等の収去検査    562 検体 

エ 現 場 簡 易 検 査    330 検体 

⑵ 違反・苦情食品対策 

ア 苦情についての対策 

区民等から食品等に関する苦情が 87 件（苦情要因別延べ件数は 99 件）寄せられ

た。主な内容は、食事をして具合が悪くなった、食品へ異物が混入しているなどで

あった。その全てについて、食品等事業者の施設に立ち入って原因を調査し、必要

に応じて改善を指導するなどの措置をとった。 

イ 違反食品 

監視や苦情対応の過程で食品衛生法に違反した食品を 62 件発見し、改善指導や管

轄自治体への通知を行った。 

⑶ 食中毒 

区内で発生した食中毒は３件であった。 

⑷ 区民・事業者との情報交換・意見交換等（リスクコミュニケーション） 

ア 食の安全・安心講演会 

10 月に、「プロに聞く！家に発生する害虫を防ぐには？～台所にやってくる虫対

策～」（参加者 44 名）を、３月に「わからないから怖い！？～食品添加物を理解し

よう！～」（参加者 39名）をテーマに、オンラインで講演会を開催した。 

イ 情報提供および普及啓発 

(ア) 区民や学生等を対象に、食品衛生についての講習会を 12 回開催し、参加者は

322 名であった。 

(イ) ねりま食品衛生だよりを年４回作成した。季節ごとに注意すべき食中毒等を特

集し、区立施設等で配布するとともに区ホームページにも掲載した。 
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(ウ) 区報に、６月は「家庭でできる食中毒予防」を、11 月は「ノロウイルスによる

食中毒予防」を掲載した。 

(エ) 手洗いポスターと「30 日手洗いがんばり表」を作成し、区内全小学校の新１年

生に対して配布した。 

ウ 食品等事業者への講習等 

(ア) 食品等事業者に対しては、食中毒予防の情報や衛生管理等について、業態別に

講習会を 26 回開催し、参加者は 1,173 名であった。 

(イ) 区内事業者の食品衛生責任者を対象とした食品衛生実務講習会を１回開催し、

参加者は 110 名であった。 

(ウ) 食品等事業者からの要望による講習会や自治指導員への講習会を計２回開催し、

参加者は 43 名であった。 

エ 食品等事業者による衛生管理の推進 

 (ア) 食品衛生推進員（区長が委嘱）は、区が行う保健所事業への協力や普及啓発活

動への協力を行った。 

 (イ) 自治指導員（食品衛生協会）は、食品等事業者に対して自主的な衛生管理の推

進活動を行った。 

 

３ 実施結果の公表 

生活衛生課、生活衛生課石神井分室（石神井保健相談所内）で実施結果を配布すると

ともに、区ホームページへ掲載し、公表した。 


